
   前橋市営墓地条例の改正について（議案第１３７号） 

 

                        公園緑地課・公園管理事務所  

 

１ 改正の理由 

 (1) 本市の市営墓地として嶺公園樹林墓地を設置し、当該施設の使用料を定める。 

 (2) 嶺公園移転墓地に新たな区画を加え、当該区画の使用料及び管理料を定める。 

 (3) 本市において設置管理している市営墓地を一つの条例で管理するため、条例の

全部改正を行う。 

 

 

２ 主な内容 

 (1) 嶺公園樹林墓地の設置 

  ア 名称及び位置 
 

名 称 位 置 

嶺公園樹林墓地 前橋市嶺町１０４０番地 

 

  イ 使用料 
 

区 分 埋蔵形態 使用期間 使用料 

Ａ型地 
個別埋蔵    

（１～２人用） 
２０年 ２３０，０００円 

Ｂ型地 
個別埋蔵    

（３人用） 
２０年 ３５０，０００円 

Ｃ型地 合同埋蔵 永年 ５０，０００円 

Ａ型地（更新） 
個別埋蔵    

（１～２人用） 
１０年 ５０，０００円 

Ｂ型地（更新） 
個別埋蔵    

（３人用） 
１０年 ８０，０００円 

 

 (2) 嶺公園移転墓地の新区画の使用料及び管理料 
 

区 分 面 積 使用料 管理料（年額） 



１８号地 ５０．００㎡ ３，７５０，０００円 ２６，９５０円 

１９号地 ２．３０㎡ ２００，０００円 １，５１０円 

 

 (3) 前橋市営墓地条例に基づき設置管理している亀泉霊園、嶺公園移転墓地及び込

皆戸丸山霊園、前橋市嶺公園墓地条例に基づき設置管理している嶺公園墓地並び

に(1)の嶺公園樹林墓地を、一つの条例で管理することとする。 

 

 

３ 施行期日 

  令和３年４月１日 

 

 

４ 附則で廃止する条例 

  前橋市嶺公園墓地条例 


